
２　事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

870

毎週日～
金９時～17

時

1　 事業実施の方針

２人
地域の幼児児童

170人
147

幼児学童保育
事業

子供の保育時間
終了後の預りを
実施

随時
くつろぎ
の家らく

地域の高齢者
990人

２人

平成21年度事業計画書

特定非営利活動法人　くつろぎの家らく

給食サービス
事業

高齢者に対して
昼食、夕食の
サービスを実施

随時
くつろぎ
の家らく

9人

くつろぎ
の家らく
西宮市

介護保険法によ
る通所介護サー
ビスの実施

地域の高齢者
25人

86

地域の高齢者
850人

10,000

２人

通所介護事業

ヘルパー派遣
支援事業

高齢者に対して
ヘルパーサービ
スとして介護、家
事援助、外出介
助の実施

随時

くつろぎの
家らく

７年目に入り、小規模通所介護事業所として、家庭的で暖かみのある個別対応を前年度
以上に強化をしてまいります。
更に新規利用者の増加にも対応できる組織体制を整え、より一層地域に根ざした事業所
を目指して行きます。
ヘルパー派遣事業と幼児学童保育事業は西宮市ファミリーサポートセンターからの依頼と
既存利用者さんのサポートに力を入れていきます。
地域密着型小規模事業所としての自覚を持ち、しっかりと地域の中に溶け込んで事業を
遂行して行きたいと考えております。

定款の事業名 事業内容
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